
平
成
二
十
四
年
四
月
四
日
提
出

質

問
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〇

号

宇
和
島
徳
洲
会
病
院
の
診
療
報
酬
不
正
請
求
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

内

康
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宇
和
島
徳
洲
会
病
院
の
診
療
報
酬
不
正
請
求
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
年
二
月
四
日
、
愛
媛
社
会
保
険
事
務
局
に
よ
る
宇
和
島
徳
洲
会
病
院
に
対
す
る
聴
聞
通
知
書
（
媛
社
局
文
発
二
一

一
号
）
に
関
連
し
て
質
問
す
る
。

一

別
紙
「
不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
」
の
（
不
正
請
求
）
の
「
�
�
自
院
で
治
療
の
た
め
摘
出
さ
れ
た
腎
臓
で
あ

り
、
他
の
病
院
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
虚
偽
の
内
容
を
診
療
報
酬
明
細
書
に
記
載
し
診
療
報
酬
を

不
正
に
請
求
し
て
い
た
。
」
、
「
�
�
病
気
腎
の
治
療
の
た
め
に
摘
出
し
た
腎
臓
を
他
の
患
者
に
移
植
術
を
行
い
、
こ
れ
を

診
療
報
酬
点
数
表
上
の
生
体
腎
に
よ
る
同
種
腎
移
植
術
を
実
施
し
た
も
の
と
し
て
、
診
療
報
酬
を
不
正
に
請
求
し
て
い

た
。
」
と
、
診
療
報
酬
不
正
請
求
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
政
府
は
こ
れ
ら
の
不
正
請
求
分
の
返
還
を
求

め
た
か
。

二

ま
だ
返
還
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
及
び
現
状
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

今
般
の
宇
和
島
徳
洲
会
病
院
の
よ
う
な
診
療
報
酬
請
求
の
不
正
が
横
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
移
植
医
療
の
信
頼
性
が
損
な

わ
れ
か
ね
な
い
。
政
府
と
し
て
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
方
針
如
何
。

右
質
問
す
る
。


